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                                新見市立新見南中学校 
                                 校 長  千原 隆 

 

「警報」発令時の対応について 

 

 春暖の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、気象等に関する「警報」の発令時における、生徒の対応・連絡方法については次

のとおりとしますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

      《警報発令の時刻》              《生徒の対応・連絡方法》 

 

 

 

 

 

                                            

  

 

 

○新見地域に発令とは、新見地域・岡山県北部・岡山県全域のいずれかに発令された場合です。 

○通学路に危険箇所が生じた場合は、速やかに学校へ連絡してください。 

○警報が発令されていなくても、保護者の皆様が危険であると判断された場合は、自宅待機をさ

 せてください。 

〇警報発令中は、外出しないよう指導してください。 

〇非常における生徒の安否確認や連絡先の把握のため「南中安否確認フォーム」を用い連絡をさ

 せてください。詳細は別紙をご参照ください。 

午前６時００分の時点で新見地域に気

象警報の１つでも発令されている場合 

登校後に、警報が発令された場合 

午前６時以降、家を出るまでに新見地域

に気象警報の１つでも発令された場合 

連絡はありません。臨時休校とします。 

 （午前中にClassroomおよびコドモン

で、翌日の予定等を伝えます。） 

安全確保の判断のもとに、下校させるか、

そのまま活動を続けるか決定します。 

（コドモンで下校時間等を伝えます。） 

翌日の熱中症特別警戒アラートが１４時

に発令された場合。 


